
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
提
出

質

問

第

三

八

八

号

北
方
少
数
民
族
の
戦
時
徴
用
に
対
す
る
補
償
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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北
方
少
数
民
族
の
戦
時
徴
用
に
対
す
る
補
償
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
六
月
六
日
付
東
京
新
聞
一
面
に
、
「
北
方
少
数
民
族

戦
時
徴
用

実
態
調
査
へ

サ
ハ
リ
ン
で
今
秋
に
も

政
府
に
補
償
求
め
」
と
の
見
出
し
で
、

「
太
平
洋
戦
争
中
に
旧
樺
太
（
現
ロ
シ
ア
・
サ
ハ
リ
ン
）
で
旧
日
本
軍
に
徴
用
さ
れ
な
が
ら
日
本
政
府
が
軍
人
恩
給
な
ど

を
認
め
な
い
ウ
ィ
ル
タ
や
ニ
ブ
ヒ
な
ど
北
方
少
数
民
族
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ル
タ
協
会
（
北
海
道
網
走
市
）
の
田
中
了
会
長

（
七
十
七
）
は
、
今
秋
に
も
サ
ハ
リ
ン
を
訪
問
し
て
本
格
的
な
現
地
調
査
に
乗
り
出
す
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
徴
用
の
事

実
や
死
亡
状
況
な
ど
を
調
べ
、
日
本
政
府
に
戦
後
補
償
を
求
め
る
考
え
だ
。

徴
用
な
ど
を
示
す
資
料
が
な
い
こ
と
が
補
償
実
現
の
大
き
な
壁
だ
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
側
が
保
管
し
て
い
た
『
名
簿
』
が
二

〇
〇
〇
年
に
確
認
さ
れ
、
補
償
を
求
め
る
動
き
に
は
ず
み
が
つ
い
た
。
旧
日
本
軍
に
徴
用
さ
れ
た
北
方
少
数
民
族
の
う
ち
、

戦
後
に
旧
ソ
連
の
軍
事
法
廷
で
ス
パ
イ
罪
な
ど
に
問
わ
れ
有
罪
判
決
を
受
け
た
計
四
十
人
の
名
簿
が
同
年
、
サ
ハ
リ
ン
州
政

府
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
だ
。
シ
ベ
リ
ア
送
り
に
さ
れ
た
四
十
人
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
二
十
三
人
は
同

地
で
死
亡
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
田
中
会
長
ら
が
三
十
年
来
進
め
て
き
た
生
存
者
や
遺
族
ら
か
ら
の
聞
き
取
り
で
、
名
簿
の
四
十
人
の
ほ
か
に
少

一



な
く
と
も
三
十
三
人
の
存
在
も
確
実
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ロ
シ
ア
側
は
『
（
四
十
人
の
ほ
か
に
）
資
料
は
残
っ
て
い
な

い
』
と
し
て
お
り
、
田
中
会
長
ら
は
全
容
解
明
の
た
め
、
現
地
調
査
を
決
め
た
。

三
十
三
人
の
う
ち
十
二
人
は
死
亡
日
時
や
場
所
も
不
明
で
、
田
中
会
長
は
『
人
の
生
死
に
か
か
わ
る
重
大
事
だ
。
一
人
で

も
二
人
で
も
、
詳
し
い
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
』
と
話
し
て
い
る
。

日
本
軍
に
徴
用
さ
れ
た
北
方
民
族
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
『
四
十
人
の
名
簿
は
ロ
シ
ア
側
の
も
の
で
、
日
本
側
に
従
軍

の
記
録
は
な
い
』
と
し
、
補
償
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
」

と
の
記
事
（
以
下
、
「
東
京
新
聞
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
東
京
新
聞
記
事
」
に
あ
る
、
太
平
洋
戦
争
中
に
旧
日
本
軍
に
徴
用
さ
れ
た
ウ
ィ
ル
タ
や
ニ
ブ
ヒ
な
ど
北
方
少
数
民
族
に

対
す
る
戦
後
補
償
の
問
題
（
以
下
、
「
戦
後
補
償
問
題
」
と
い
う
。
）
を
担
当
す
る
官
庁
と
部
局
課
名
、
及
び
当
該
部
局
課

の
責
任
者
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
東
京
新
聞
記
事
」
に
よ
る
と
、
旧
日
本
軍
に
徴
用
さ
れ
た
北
方
少
数
民
族
の
う
ち
、
戦
後
に
旧
ソ
連
の
軍
事
法
廷
で
ス

パ
イ
罪
な
ど
に
問
わ
れ
有
罪
判
決
を
受
け
た
計
四
十
人
の
名
簿
（
以
下
、
「
名
簿
」
と
い
う
。
）
が
同
年
、
サ
ハ
リ
ン
州
政

府
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
あ
る
が
、
「
名
簿
」
の
写
し
等
、
「
名
簿
」
の
具
体
的
情
報
を
二
の
政
府
担
当

二



部
局
は
有
し
て
い
る
か
。

四

「
戦
後
補
償
問
題
」
に
関
し
て
、
政
府
は
こ
れ
ま
で
何
ら
か
の
調
査
を
行
っ
た
か
。

五

「
戦
後
補
償
問
題
」
に
関
し
て
、
政
府
は
ウ
ィ
ル
タ
協
会
と
情
報
の
や
り
と
り
等
の
連
携
を
深
め
、
「
名
簿
」
の
内
容
並

び
に
「
名
簿
」
の
四
十
人
以
外
に
存
在
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る
三
十
三
人
に
つ
い
て
、
詳
細
な
調
査
を
行
う
予
定
は
あ
る

か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


